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４. 実現に向けて講ずべき措置 ~街並み再生の貢献に基づく容積率の割増~
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基準容積率
の割増

容積率の
 最高限度

都市計画道路沿道の敷地

その他の敷地

センターゾーンＡ

建築物の壁面の位置の制限

：0.5ｍ
  （道路境界線より）

[１号壁面線]

[２号壁面線]

[３号壁面線]

[４号壁面線]

：高さ4m以下 … 4m 
　高さ4m超　 … 3m
  （道路中心線より）

：高さ10m以下 …0.5m 
　高さ10m超　 …  ２m
  （道路境界線より）

：高さ12m以下 …0.5m
　高さ12m超　 …  ２m
  （道路境界線より）

高さの制限

主要交通動線沿道の敷地

・高さの制限

・壁面の位置の制限

・交通動線、歩行者動線の整備

・賑わい施設の導入（特定道路※3 の 1 階）等

・歩行者デッキの整備

・広場状空地 / 貫通通路の整備

・駐輪施設の拡充※1

・隣接地との敷地統合※1

・生活支援施設※2 の導入

・見える緑化

・賑わい施設の導入（２階）

20% / 30％

50％

5％、10％

15％、30％、50％

20％

20％

5％

650％

500％

400％

・特定道路※3 以外への賑わい施設の導入（1階） 10％

・壁面の位置の制限の強化 20%
・広場状空地 / 貫通通路の整備

・駐輪施設の拡充※1

・隣接地との敷地統合※1

・生活支援施設※2 の導入

・賑わい施設の導入（２階）

20%  / 30％

5％、10％

15％、30％、50％

20％

20％

580％

400％

480％

・特定道路※3 以外への賑わい施設の導入（1階） 10％

・高さの制限

・壁面の位置の制限

・賑わい施設の導入（特定道路※3 の 1 階）等

・駐輪施設の拡充※1

・生活支援施設※2 の導入

・賑わい施設の導入（２階）

5％、10％

20％

20％

450％

300％

・特定道路※3 以外への賑わい施設の導入（1階） 10％

センターゾーンＡの範囲

※西3・４・２１号線に面する
1,000㎡以上の敷地において、
敷地面積の10％以上の広場状
空地を確保したもの

街並み再生の
貢献項目②
【選択項目】

街並み再生の
貢献項目①
【共通項目】

・高さの制限

・壁面の位置の制限

・交通動線、歩行者動線の整備

・賑わい施設の導入（特定道路※3 の 1 階）等

基準容積率
の割増

容積率の
 最高限度

基準容積率
の割増

容積率の
 最高限度

約 240％

必ず取り組むこと

できるだけ取り組ん

でもらいたいこと

街並み再生の
貢献項目①
【共通項目】

街並み再生の
貢献項目②
【選択項目】

基準容積率

基準容積率 基準容積率

主要交通動線沿道の敷地

その他の敷地

・交通動線、歩行者動線の整備

都市計画道路沿道の敷地

容積率等を緩和するため

には、今後、地区内での

合意形成及び都市計画手

続き等が必要になります。

容積率等を緩和するため

には、今後、地区内での

合意形成及び都市計画手

続き等が必要になります。

・壁面の位置の制限の強化 20%

・広場状空地 / 貫通通路の整備

・隣接地との敷地統合※1

20% / 30％

15％、30％、50％

・壁面の位置の制限の強化 20%

▲

0.5m

ＧＬ

▲ＧＬ

道路境界

道路境界

▲

▲

12m

2.0m

0.5m

ＧＬ

道路境界
▲

▲

10m

ＧＬ

道路境界
▲

0.5m

2.0m

▲ ▲

4.0m

3.0m

道路中心

4m

必ず取り組むこと

できるだけ取り組ん

でもらいたいこと

容積割増①

容積割増①

容積割増②

容積割増②

容積割増①

容積割増②

※1：規模等により評価を段階的に設定

※2：１階部分に賑わい施設（商業施設等）を導入した場合に限る

※3：都市計画道路、ひばり通り、ひばりが丘北通り、一番通りの沿道

※1：規模等により評価を段階的に設定

※2：１階部分に賑わい施設（商業施設等）を導入した場合に限る

※3：ひばり通り、ひばりが丘北通り、一番通りの沿道

主要交通動線：幅員８ｍ

交通動線Ⅰ：幅員５～６ｍ

交通動線Ⅱ：幅員６ｍ

歩行者動線 （概略位置）：幅員４ｍ

歩行者デッキ（概略位置）

公共・公益的施設

45ｍ（60m※）　

▲ＧＬ

45m
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※一部、高さの最高限度が20ｍ
となる区域があります

容積率の
 最高限度

都市計画道路沿道の敷地

その他の敷地

センターゾーンＢ

・高さの制限

・壁面の位置の制限

・交通動線の整備

・賑わい施設の導入（特定道路※3 の 1 階）等

・広場状空地 / 貫通通路の整備

・駐輪施設の拡充※1

・隣接地との敷地統合※1

・生活支援施設※２の導入

・見える緑化

20% / 30％

5％、10％

30％、50％

20％

5％

450％

350％

200％

・広場状空地 / 貫通通路の整備

・駐輪施設の拡充※1

・隣接地との敷地統合※1

・生活支援施設※２の導入

20% / 30％

5％、10％

30％、50％

20％

400％

300％

センターゾーンＢの範囲

容積率の
 最高限度

200％
基準容積率

基準容積率

都市計画道路沿道の敷地

基準容積率
の割増

基準容積率
の割増

その他の敷地

・壁面の位置の制限の強化 20%

・壁面の位置の制限の強化 20%

[１号壁面線]

[３号壁面線]

[４号壁面線]

建築物の壁面の位置の制限

：0.5ｍ
  （道路境界線より）

：高さ10m以下 …0.5m 
　高さ10m超　 …  ２m
  （道路境界線より）

：高さ12m以下 …0.5m
　高さ12m超　 …  ２m
  （道路境界線より）

▲

0.5m

ＧＬ

道路境界
▲

▲

12m

2.0m

0.5m

ＧＬ

道路境界
▲

▲

10m

ＧＬ

道路境界
▲

0.5m

2.0m

高さの制限

交通動線Ⅰ：幅員５～６ｍ

公共・公益的施設

※1：規模等により評価を段階的に設定

※2：１階部分に賑わい施設（商業施設等）を導入した場合に限る

※3：都市計画道路、ひばり通り、ひばりが丘北通りの沿道

※1：規模等により評価を段階的に設定

※2：１階部分に賑わい施設（商業施設等）を導入した場合に限る

※3：ひばり通り、ひばりが丘北通りの沿道

・高さの制限
・壁面の位置の制限
・交通動線の整備

・賑わい施設の導入（特定道路※3 の 1 階）等

40ｍ

▲ＧＬ

40m

街並み再生の
貢献項目②
【選択項目】

街並み再生の
貢献項目①
【共通項目】

容積率等を緩和するため

には、今後、地区内での

合意形成及び都市計画手

続き等が必要になります。

街並み再生の
貢献項目①
【共通項目】

街並み再生の
貢献項目②
【選択項目】

必ず取り組むこと

できるだけ取り組ん

でもらいたいこと

必ず取り組むこと

できるだけ取り組ん

でもらいたいこと

容積率等を緩和するため

には、今後、地区内での

合意形成及び都市計画手

続き等が必要になります。

容積割増①

容積割増②

容積割増①

容積割増②
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容積率の
 最高限度

容積率の
 最高限度

400％

300％

約 240％

・貫通通路の整備 50％

・高さの制限

・壁面の位置の制限

・賑わい施設の導入（特定道路※３の 1 階）等

350％

200％

370％

220％

拠点連携ゾーンＡ

交通動線Ⅱ沿道の敷地 その他の敷地

拠点連携ゾーンＢ

・高さの制限

・壁面の位置の制限

・交通動線の整備

・賑わい施設の導入（特定道路※２の 1 階）等

容積率の
 最高限度

150％

基準容積率

150％

基準容積率

基準容積率

交通動線Ⅱ沿道の敷地

その他の敷地
拠点連携ゾーンＢの範囲

拠点連携ゾーンＡの範囲

基準容積率
の割増 基準容積率

の割増

基準容積率
の割増

街並み再生の
貢献項目②
【選択項目】

街並み再生の
貢献項目①
【共通項目】

街並み再生の
貢献項目②
【選択項目】

街並み再生の
貢献項目①
【共通項目】

必ず取り組むこと

できるだけ取り組ん

でもらいたいこと

・隣接地との敷地統合※1 30％、50％

・壁面の位置の制限の強化 20%

建築物の壁面の位置の制限

：高さ10m以下 …0.5m 
　高さ10m超　 …  ２m
  （道路境界線より）

：高さ12m以下 …0.5m
　高さ12m超　 …  ２m
  （道路境界線より）

▲

12m

2.0m

0.5m

ＧＬ

道路境界
▲

▲

10m

ＧＬ

道路境界
▲

0.5m

2.0m

高さの制限

容積率等を緩和するため

には、今後、地区内での

合意形成及び都市計画手

続き等が必要になります。

必ず取り組むこと

できるだけ取り組ん

でもらいたいこと

容積率等を緩和するため

には、今後、地区内での

合意形成及び都市計画手

続き等が必要になります。

※1：規模等により評価を段階的に設定

※2：１階部分に賑わい施設（商業施設等）を導入した場合に限る

※3：ひばり通りの沿道

※4：３号壁面線が指定されている敷地のみ

容積割増①

容積割増②

容積割増①

容積割増②

容積割増①

容積割増②

交通動線Ⅰ：幅員5～６ｍ

公共・公益的施設

交通動線Ⅱ：幅員６ｍ

・広場状空地 / 貫通通路の整備

・駐車・駐輪施設の整備※1

・特定道路※3 以外への賑わい施設の導入（1階） 10％

30％、50％

30％ / 50％

・壁面の位置の制限の強化 20%

・隣接地との敷地統合※1 30％、50％

・生活支援施設※２の導入 20％

・広場状空地 / 貫通通路の整備

・駐車・駐輪施設の整備※1

・特定道路※3 以外への賑わい施設の導入（1階） 10％

30％、50％

30％ / 50％

・壁面の位置の制限の強化 20%

・隣接地との敷地統合※1 30％、50％

・生活支援施設※２の導入 20％

[３号壁面線]

[４号壁面線]

※1：規模等により評価を段階的に設定

※2：一番通りの沿道

・高さの制限

・壁面の位置の制限※４

・交通動線の整備

・賑わい施設の導入（特定道路※３の 1 階）等

40ｍ

▲ＧＬ

40m
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